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令和２年度の組織改正について 

１ 基本方針 

  平成３１年４月に向けて、地域振興体制の再構築を行うことを目的とした

総合政策局の新設などの大規模な組織改正を行ったところであるため、令和

２年度に向けては、局組織の新設や統廃合は行わず、主要事業や時宜に応じた

行政課題に対応する執行体制の構築を基本とした組織改正を実施する。 

２ 組織改正の主な内容 

 ⑴ 歴史博物館の新設（総務局及び教育委員会事務局） 

   令和２年１０月に、本市の文書、記録、考古遺物等の歴史資料及び文化財

を総合的に収集し、展示する施設として歴史博物館を開設することに伴い、

総務局地域研究史料館と教育委員会事務局社会教育部歴博・文化財担当

(課)を廃止したうえで、教育委員会事務局社会教育部に、これまで総務局地

域研究史料館の担ってきた地域史研究事業をあわせて担う６級事業所（課

長級事業所）としての歴史博物館を新たに設置する。 

 ⑵ 観光振興課の新設（経済環境局） 

   令和２年度の歴史博物館の開館もあり、阪神尼崎駅周辺の観光施設に係

る関連部局の統括と調整をこれまで以上に行うとともに、本市の観光施策

の統括と調整を行うことを目的として、経済活性課から観光振興関係事業

を分離し、経済部に観光振興課を新たに設置する。 

 ⑶ こども政策課と青少年課の統合（こども青少年局） 

   子どもと青少年を分けることなく一体的な施策展開を行うことを目的と

して、青少年課をこども政策課に統合し、こども青少年課を新たに設置する。 

   また、併せて本市の市立学校園において発生している体罰の根絶に向け

た取組を行うとともに、子どもの人権擁護に係る施策を展開することを目

的として、新たにこどもの人権擁護担当(課)をこども青少年部に設置する。 

 ⑷ いくしあの体制整備（こども青少年局） 

   家庭児童相談といった家庭における課題への対応にとどまらず、広く子

育て全般の相談窓口であることを示すことを目的に、相談から支援までを

一貫して行う体制として、総合相談課と家庭児童相談課を統合し、新たにこ

ども相談支援課を子どもの育ち支援センターに設置する。

   また、子どもの育ち支援センター（いくしあ）における事業の企画立案や
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対外折衝の推進部門であることを明確にすることを意図して、支援センタ

ー企画課の名称をいくしあ推進課に変更する。 

 ⑸ 保育施策の効率的な推進に向けた体制整備（こども青少年局） 

   保育所等の設置認可や保育所の事業実施面の運営指導までを一貫して行

うことを目的として、保育施策推進担当(課)に認可担当(課)を統合し、新た

に保育企画課を設置する。なお、これに合わせて健康福祉局法人指導課から

保育所等運営法人に対する指導監査業務の移管を行う。 

   また、市立保育所の今後の在り方の検討に係る業務を保育管理課に統合

することに合わせて、保育計画担当(課)を廃止する。 

   さらに、保育所の運営や人事、施設面での支援を一貫して行うことを目的

として、保育管理課から市立保育所の維持管理に係る業務を保育指導課に

移管し、併せて保育指導課の名称を保育運営課に変更する。 

 ⑹ 法人指導業務の効果的な実施体制の整備（健康福祉局及びこども青少年

局） 

   社会福祉施設の事業所指定から運営指導までを一貫して行う体制として、

法人指導課を福祉部に位置付け、部内各課の法人指導関連業務を集約する。 

 ⑺ 教育委員会事務局の体制整備 

   現在実施している小学校給食と令和４年１月から実施する予定の中学校

給食における給食費の公会計化に向けた取組を促進するとともに、昨今、全

国的に問題とされている児童の体力の向上に係る取組を担う体制として、

学校保健課を分割し、学校教育部に保健体育課と学校給食課を新たに設置

する。 

   なお、令和元年度中に教育振興基本計画の策定が完了することにあわせ

て、教育振興基本計画担当(課)を廃止する。 

 ⑻ 障害者雇用の維持向上に向けた体制整備（総務局）

   令和２年度から導入される会計年度任用職員も含めた本市職員の障害者

雇用の維持向上に向け、市長事務部局の各所管課が担う業務のうち一定の

業務を集約し、障害者を中心とした会計年度任用職員で担う体制として、総

務局人事管理部に能力開発支援担当(課)を新たに設置する。 
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⑼ 消費生活センターの見直しに伴う体制整備（危機管理安全局）

   尼崎市消費生活センターの機能を本庁に移転することに伴い、これまで

の消費生活センター・計量担当(課)を廃止し、分掌事務を生活安全課に統合

する。 

 ⑽ 公営企業局の体制整備 

   公益事業のインフラ部門の集約化による組織のスリム化を行うとともに、

危機管理体制の強化と今後の技術力向上を図ることを目的として、水道部

と下水道部を統合し、上下水道部を新たに設置する。 

   これに合わせて、上下水道部においては、水道部経営企画課と計画課及び

下水道部経営企画課と計画課を統合再編して、上下水道部経営企画課と計

画担当(課)を新たに設置する。 

   また、水道と工業用水道の配水管等の敷設や更新、維持管理等を一元的に

行うことを目的として、工務課と管路維持課を統合し、水道建設課を新たに

設置するとともに、給排水関係事務の一元化によるお客さまサービスの更

なる向上を図ることを目的として、建設課からお客さまサービス課へ排水

設備関係事務を移管し、組織名称を建設課から下水道建設課へ変更する。 

   さらに、公営企業局における共通事務の一層の集約化等を図ることを目

的として、各事業の予算編成事務等を行う財務課を新たに設置するととも

に、水道部経理課を廃止する。 

以 上   



尼　崎　市

新 旧 対 照 表
組 織 改 正

令和２年度



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

危機管理安全局 危機管理安全局

危機管理安全部 危機管理安全部

企画管理課 企画管理課

災害対策課 災害対策課

生活安全課 生活安全課

廃止
消費生活センター・
計量担当(課) 消費生活行政の

企画、計量行政
の企画などに係
る業務を移管

交通安全対策についての
総合的施策の企画立案、
自転車施策に係る総合調
整、犯罪被害者等の支援
等、暴力団排除に関する
総合的な施策の推進、消
費生活行政の企画立案、
計量行政の企画立案等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

総務局 総務局

企画管理課 企画管理課

廃止
地域研究史料館

人事管理部 人事管理部

人事課 人事課

教育委員会
事務局へ移
管

人材育成担当(課)

給与課

障害者雇用の維持向上に
向けた取組の実施

人材育成担当(課)

給与課

新設
能力開発支援担当
(課)
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

健康福祉局 健康福祉局

企画管理課 企画管理課

法人指導課

福祉部 福祉部

社会福祉法人の設立認可
及び指導監督、社会福祉
施設の指導監督、社会福
祉法人及び社会福祉施設
等の職員に対する研修等

移管

こども青少年
局へ保育所の
監査、運営指
導等の業務を
移管

高齢介護課 高齢介護課

福祉課 福祉課

移管
法人指導課
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

こども青少年局 こども青少年局

企画管理課 企画管理課

こども福祉課 こども福祉課

こども青少年部 こども青少年部

廃止 新設
こども政策課 こども青少年課

廃止
青少年課

新設

名称変更

廃止 新設

廃止

こどもの人権擁護
担当(課)

子どもの育ち支援セン
ター

子どもの育ち支援セン
ター

こども青少年本部会議の
事務局機能、子ども及び
青少年に係る施策の企画
等、少子化対策の総合的
な企画等、子ども・子育
て審議会、次世代育成支
援対策推進行動計画等

子どもの人権擁護に係る
取組の企画立案及び実
施、いじめ防止対策推進
法等

支援センター企画
課

いくしあ推進課

総合相談課 こども相談支援課 子どもの育ち支援セン
ターにおける総合相談窓
口、家庭児童相談に係る
相談支援、要保護児童対
策地域協議会の進捗管理
等

家庭児童相談課

発達相談支援課 発達相談支援課 発達に課題を抱える子ど
もに係る支援教室等の各
種事業の実施等

子どもの育ち支援セン
ターにおける事業の実施
に係る企画立案、ひきこ
もり対策事業に係る企画
立案及び実施、関係機関
との折衝、子どもの育ち
支援センターの管理等
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保育児童部 保育児童部

新設

保育管理課 保育管理課

廃止

廃止

廃止

名称変更
保育指導課 保育運営課

児童課 児童課

市立保育所の維持管理の
総括、市立保育所職員の
人事、研修、給与等、保
育所等の指導等、認可外
保育施設の支援等

保育施策推進担当
(課)

認可担当(課)

保育計画担当(課)

こども入所支援担
当(課)

こども入所支援担
当(課)

保育企画課 保育行政の企画立案、保
育所及び認定こども園等
に係る保育施策の企画調
整、私立保育所等の設置
認可、認可外保育施設等

健康福祉局から
保育所の監査、
運営指導等の業
務を移管

施設型給付費、保育所移
管法人選定委員会等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

経済環境局 経済環境局

経済部 経済部

経済活性課 経済活性課

新設
観光振興課

地域産業課 地域産業課

しごと支援課 しごと支援課

観光施策に係る企画立
案、尼崎城址公園の運営
指導、一般社団法人あま
がさき観光局との連絡調
整等

産業及び経済の成長戦
略、産業政策、経済政策
の企画立案及び推進、産
業の立地、起業家の育成
及び支援、ソーシャルビ
ジネスに係る起業又は事
業活動の支援等
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

教育委員会事務局 教育委員会事務局

管理部 管理部

企画管理課 企画管理課

廃止

職員課 職員課

学校教育部 学校教育部

学校企画課 学校企画課

学校教育課 学校教育課

廃止 新設
学校保健課 保健体育課

新設
学校給食課

幼稚園・高校企画
推進担当(課)

幼稚園・高校企画
推進担当(課)

学校体育に係
る事務を移管

義務教育諸学校における
体育教育の研究、指導及
び助言、学校保健計画及
び学校安全計画の企画、
幼児、児童及び生徒並び
に学校の職員の保健等

学校給食計画の立案、学
校給食の指導及び助言、
学校給食の衛生管理、給
食費の徴収等

教育行政の企画調整、事
務局の予算決算及び会
計、教育振興基本計画の
進捗管理等

教育振興基本計画
担当(課)

体罰調査特命担当
(課)

体罰調査特命担当
(課)

中学校給食担当(課) 中学校給食担当(課)
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社会教育部 社会教育部

社会教育課 社会教育課

廃止

スポーツ推進課 スポーツ推進課

新設
歴史博物館

中央図書館 中央図書館

廃止
学校給食センター整備室

廃止
管理担当(課)

廃止

文化財の保護、歴史博物
館の運営方針及び事業の
企画、尼崎の歴史に係る
調査及び研究、尼崎に係
る史料等の収集等、文化
財保護審議会の運営、歴
史博物館の維持管理等

給食センター整備
担当(課)

歴博・文化財担当
(課)

総務局から地域研
究史料関係事務を
移管
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

公営企業局 公営企業局

企画管理課 企画管理課

廃止
調整担当(課)

新設
財務課

廃止
経営企画担当(部)

経営企画課

廃止 新設
水道部 上下水道部

廃止
経営企画課

新設
計画担当(課)

廃止

廃止 新設
工務課 水道建設課

廃止
管路維持課

窓口サービスの向上に係
る施策の企画及び立案、
給水装置の調査及び検査
等、排水設備工事に係る
届出等、水道料金及び下
水道使用料等に係る債権
管理等

経理課

お客さまサービス
課

計画課

お客さまサービス
課

公営企業局の事業の進行
管理及び総合調整、職員
の人事研修、給与等勤務
条件、安全衛生等

公営企業の財政計画、予
算の編成、資金計画、固
定資産の統括管理、企業
会計システムの運用管理
等

水道事業、工業用水道事
業及び下水道事業の事業
計画、料金制度及び使用
料制度、公営企業審議
会、広報及び広聴等

水需給、水資源及び施設
に係る将来計画の総合的
な企画立案、事業計画の
技術的事項に係る調整、
公共下水道に係る計画の
調整等、水道事業及び下
水道事業の事業継続計画
等

水道及び工業用水道の導
水管及び配水管の新設、
維持管理等、応急給水、
給水施設の構造及び材質
基準等
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名称変更
下水道建設課

浄水管理課 浄水管理課

廃止
下水道部

廃止

廃止

建設課

施設課 施設課

浄化センター 浄化センター

ボートレース事業部 ボートレース事業部

経営企画課 経営企画課

上下水道部
計画担当
(課)に統合

公共下水道の建設工事の
設計及び施行並びに維持
管理等

ボートレース事業の事業
計画及び総合的な企画、
立案等、臨時従事員の人
事等

施設整備担当(課)

開催運営課

施設管理課

施設整備担当(課)

経営企画課

計画課

開催運営課

施設管理課

上下水道部
経営企画課
に統合
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局 部 課
係担当
事業所 局 部 課

係担当
事業所 局 部 課

係担当
事業所

市長事務部局 8 34 131 25 8 35 128 25 1 △ 3

議会事務局 1 3 1 3

教育委員会事務局 1 5 21 2 1 5 22 2 1

行政委員会(教育除く) 2 2 2 2

消防局 1 9 6 1 9 6

公営企業局 1 4 18 1 2 14 △ 2 △ 4

合　計 12 45 184 33 12 44 178 33 △ 1 △ 6

組織数増減比較表（担当局・担当部・担当課を含む）

現行（Ｈ３１．４．１） 改正（Ｒ２．４．１） 増　　減
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